






地域包括ケア体制について（イメージ）

地域包括支援センターＡ

【「地域ケア会議」の構成例】
市町村、ケアマネジャー、

医師、医療関係者
介護サービス事業者
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在宅医療連携拠点

・人材育成（研修）
・在宅医療に関する連携スキームの構築
・一人開業医の２４時間体制のサポート

（輪番当番制 等）
・地区医師会との連絡調整
・コーディネーターの配置

医師会の協力体制づくりや
医師の派遣等

※ 地域包括支援センター及び在宅医療連携拠点の連携は、地域の実情により柔軟に行う。

資料：2012年7月11日厚生労働省在宅医療連携拠点事業説明会より



在宅医療連携拠点と都道府県の役割
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連携体制機能中
連携体制模索または開拓中

診療所

病院

特性未確認の医療、介護機関

視点１：ばらばら（点）をつなぐ（面）へ視点２：内在する医療・介護資源の発掘





薬局 1

訪問看護ステーション 9

地域包括支援センター 1

看護協会 1

歯科医師会 1

医師会 13

行政（市町村） 13

病院 34

診療所 29

複合施設 3



在宅医療連携拠点事業所数

平成24年度 105か所(一般枠54ヵ所、復興枠51ヵ所)
平成24年度 平成23年度

薬局 1ヵ所

訪問看護ステーション 9ヵ所 2ヵ所
看護協会 1ヵ所
歯科医師会 1ヵ所
医師会 13ヵ所 1ヵ所
行政 13ヵ所 1ヵ所
地域包括支援センター １ヵ所
病院 34ヵ所 3ヵ所
診療所 29ヵ所 3ヵ所
医療系を中心とした複合施設 3ヵ所



在宅医療連携拠点の事業体別に見た
連携体制の展開

・・・活動（連携、働きかけ）の方向性 ・・・活動（連携、働きかけ）の主軸
・・・協働の輪
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